
会計年度任用職員の処遇について 長久手市議会総務くらし建設委員会所管事務調査資料
令和元年12月6日

市長公室人事課　作成

（現行） （会計年度任用職員）

職　　名 備考
R1報酬・
賃金

社保加入
賃金

年収 職名 基準 人勧後 上限 人勧後 年収

一般事務嘱託員 週30時間 154,200 － 1,850,000 一般事務 1-9 131,914 1-17
（短卒初任給）

141,282 1,934,000

一般事務補助員
及び施設管理

週30時間 930 960 1,399,000 事務補助 1-1 987 1-9
（高卒初任給）

1,046 1,739,000

保育士業務
嘱託員

週37.5時間 209,700 － 2,516,000
保育士
（月給）

1-21 182,777 1-29
（大卒初任給）

200,874 2,749,000

保育士 週37.5時間 1,260 1,290 2,351,000
保育士
（時間給）

1-17 1,121
1-25

（国の大卒
初任給）

1,231 2,559,000

保育士（早朝時間
対応）

週5時間 1,310 1,340 318,000
保育士
（早朝対応）

1-19 1,141 1-27 1,253 304,000

保育士補助員 週37.5時間 1,030 1,070 1,950,000 保育士補助員 1-1 987 1-9
（高卒初任給）

1,046 2,174,000

※年間勤務日数を243日として試算 ※年間勤務日数を243日として試算

（扶養関係）

：年間収入130万円未満

：給与所得者の合計所得金額が900万円以下の場合、配偶者の年収150万円まで控除額38万円

：給与所得者の合計所得金額が900万円以下の場合、配偶者の年収103万円まで控除額38万円

（休暇）

・有給休暇として追加 ：結婚休暇（5日以内）、忌引（1～7日）、夏季休暇（3日以内）など

・無給休暇として追加 ：介護（5日以内）、子の看護（5日以内）、育児休業（1歳まで）、育児部分休業（3歳まで）など

・社会保険の被扶養者の要件

・社会保険の加入条件
：①週20時間以上、②継続して1年以上雇用されることが見込まれる、③月額88,000円以上、④学生等でないこと
　年3回までの一時金は月額の対象外

・配偶者特別控除

・配偶者控除


